
 

 

青森県持続可能な買い物支援サービス網構築事業に係る実証事業について 

  

１ これまでの経緯 

  青森県では、交通手段を持たず広域的移動が困難な買い物弱者を対象に、地域に点在す

る食品スーパーを核とした持続可能な買い物支援サービス網の構築の可能性を探るため、

令和４年度からの２か年重点事業として、「持続可能な買い物支援サービス網構築事業（所

管：県商工政策課）を実施しており、県内自治体や食品スーパー、有識者とともに各種調

査や検討を重ねてきたところ。 

 これまでの検討結果を踏まえ、地域の移動手段の確保に課題を抱えている地域のうち、

八戸市（上長地区笹ノ沢町内会）及び新郷村を対象に、今年度「買い物周遊バス運行」の

実証事業を実施するもの。 

 

２ 実証事業の概要 

（１） 実施主体 青森県（商工労働部 商工政策課） 

（２） 運行主体 東北医療福祉事業協同組合（10人乗りハイエース） 

（３） 対象地域 上長地区 笹ノ沢町内会 

（４） 実証期間 令和５年 11月６日（月）～令和６年１月下旬 

（５） 料  金 無料（登録制） 

（６） 路  線 ２路線（八戸駅周辺コース・八戸ニュータウンコース※詳細は別紙） 

（７） 運行形態 定時定路線 

（８） 運行本数 週２～３回 / １日４便（午前２便、午後２便） 

（９） そ の 他 利用者満足度や購入金額、路線バスの乗客数への影響等につい

てヒアリングを行い、今後の事業化の可能性について検討する

ための参考とする。 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和５年 10月 23日（月）         住民説明会 

10月 28日（土）・30日（月）    運行リハーサル 

11月 ６日（月）              実証運行開始 

令和６年  1月 下旬           実証運行終了 

            3月              成果発表会 

 

 

 

 

資料 1-1 



①八戸駅周辺コース（毎週月曜日 ＋ 第２土曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②八戸ニュータウンコース（毎週木曜日 ＋ 第４土曜日） 

 

別紙 


